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以下の手順で、「e-Taxソフト（WEB版）」へログインしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダイレクト納付を利用した予納（ｅ－Ｔａｘソフト（WEB版））の流れ 

手順１ e-Tax ソフト（WEB版）へログイン 

 

 

 

 

国税庁 e-Taxホームページで、

「e-Taxソフト（WEB版）（ログ

イン）」ボタンをクリックして

ください。 

「メインメニュー」画面の 

「ログイン」ボタンをクリック

してください。 

「利用者識別番号」及び「暗証

番号」を入力し、「ログイン」

ボタンをクリックしてくださ

い。 



２ 

 

 

以下の手順で、予納の申出を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順２ 新しく予納の申出を行う 

 

メインメニュー画面の 

「申告・申請・納税」ボタンを

クリックしてください。 

 

「申告・申請・納税」画面で、 

「ダイレクト納付を利用した

予納の申出（予納ダイレクトの

利用）」の「操作に進む」ボタ

ンをクリックしてください。 



３ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「予納の申出を行う」画面の

「新しく予納の申出を行う」ボ

タンをクリックしてください。 

 

「提出先税務署の入力」画面の

「都道府県」及び「税務署名」

を確認の上、「次へ」ボタンを

クリックしてください。 

 

なお、訂正が必要な場合は、「都

道府県」及び「税務署名」のリ

ストから、該当の税務署等を選

択の上、「次へ」ボタンをクリ

ックしてください。 
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「申告・申請・納税 予納の申

出」画面の「税目」をリストか

ら選択してください。 

選択した「税目」の「課税期間

（自）」及び「課税期間（至）」

を入力し、「次へ」ボタンをク

リックしてください。 

 

※予納ダイレクトでは、課税期間

が同一の場合に限り、２税目まで

登録でき、登録可能な税目は次の

とおりです。 

①「申告所得税及復興特別所得税」

と「消費税及地方消費税」 

②「法人税及地方法人税」と「消費

税及地方消費税」 

２税目を登録する場合は、納期限

が先に到来する税目を優先的に納

付することとなります。 

当該両税目の納期限が同一の場合

は、優先的に納付する税目を選択

することができます。 

 

予定納税及び中間申告分を予納の

対象としない場合は、「予定納税

（中間申告）分も納付する」のチェ

ックボックスをはずしてくださ

い。 

※登録可能税目は、申告所得税及復興特別

所得税、法人税及地法人税、消費税及地方

消費税、贈与税です。 
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入力した「優先税目」及び「第

２税目」の内容に誤りがないか

確認してください。 

 

「予納日」及び「予納金額」を

入力し、「次へ」ボタンを 

クリックしてください。 

 

なお、ダイレクト納付の利用口

座を複数登録している場合は、

該当行の「選択」チェックボッ

クスにチェックした上で、「引

落口座の選択」ボタンをクリッ

クし、引落口座を選択してくだ

さい。 

 



６ 

 

 

 

 

 

「入力内容の確認・訂正」画面

に表示された内容を確認し、 

「予納情報の登録」ボタンをク

リックしてください 

（登録完了）。 

 

なお、入力内容の訂正を行う場

合は、訂正を行う項目の「訂正」

ボタンをクリックしてくださ

い。 

 

 

予納対象者の選択 ▶
提出先税務署の

入力
▶

税目、課税期間等
の入力

▶ 予納情報の入力 ▶
入力内容の
確認・訂正

▶
登録結果の

確認



７ 

照会（変更）したい予納の申出

をクリックしてください。 

 

削除を行う場合は、「削除」チ

ェックボックスにチェックし

た上で、「削除」ボタンをクリ

ックしてください（１つの予納

の申出には、最大 48の納付日

を登録することができます。 

１回でも納付済になると予納

の申出自体の削除をすること

はできなくなりますが、複数の

納付日を登録した場合の予納

情報の変更は可能です。 

ただし、予納の状況により、

変更できない場合がありま

す。）。 

 

 

以下の手順で、登録した予納情報を変更（照会）してください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順３ 登録した予納情報を変更（照会）する 

 

「予納の申出を行う」画面の

「予納の申出内容の変更（照

会）を行う」ボタンをクリック

してください。 
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予納情報の変更を行う場合は、登録

内容の変更を行った上で、「予納情

報の変更」ボタンをクリックしてく

ださい。 

なお、予納の状況により、変更でき

ない場合があります。 

 

「提出先税務署」又は「税目、課税

期間、優先税目」を変更する場合は、

「提出先税務署」、「税目、課税期間、

優先税目」の「変更」ボタンをクリ

ックすると、入力画面が表示されま

す。 

 

「予納日」及び「予納金額」を変更

する場合は、画面上で直接入力して

ください。 

 

「引落口座の変更」、「予納の取消」

及び「今すぐ納付」を行う場合は、

該当の「選択」チェックボックスに

チェックした上で、「引落口座の変

更」、「予納の取消」及び「今すぐ納

付」ボタンをクリックしてくださ

い。 

変更 

変更 

削除 

 



９ 

照会（変更）したい予納の申出

をクリックしてください。 

 

削除を行う場合は、「削除」チ

ェックボックスにチェックし

た上で、「削除」ボタンをクリ

ックしてください（１つの予納

の申出には、最大 48の納付日

を登録することができます。 

１回でも納付済になると予納

の申出自体の削除をすること

はできなくなりますが、複数の

納付日を登録した場合の予納

情報の変更は可能です。 

ただし、予納の状況により、

変更できない場合もありま

す。）。 

 

 

以下の手順で、納付状況・未処理残高の確認を行ってください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順４ 納付状況・未処理残高の確認を行う 

 

「予納の申出を行う」画面の

「予納の申出内容の変更（照

会）を行う」ボタンをクリック

してください。 

 



１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「予納情報の変更・照会」画面

で、本予納情報の納付状況・未

処理残高を確認することがで

きます。確認する場合は、「納

付状況・未処理残高の確認」ボ

タンをクリックしてください。 



１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「納付状況・未処理残高の確

認」画面が表示されます。 

 

納付状況に表示する情報がな

い場合は、「本予納情報に関す

る納付状況の情報はありませ

ん。」と表示されます。 

なお、納付状況の納付金額等

は、予納済金額について、税務

署が、予定納税・中間申告や確

定申告書の提出に係る処理を

了した後、表示されます。 

 

確認が終わりましたら、 

「ＯＫ」ボタンをクリックして 

ください（閉じる）。 

 

※〔未処理残高〕欄の各項目については以下のとおりです。 

①「予納済累計金額」とは、予納済（エラーを除く）となった金額の累計です。 

なお、当該金額は、「予納情報の変更・照会」画面（Ｐ８）の「予納日、予納金額、引落口座」欄の予納状況が予納済

である予納金額を合計したものです。 

※予納日に正常に引落しが行われると、予納状況が予納済となります。 

 

②「納付済（処理済）金額」とは、予納済累計金額のうち、税務署で処理した金額（予納の申出の国税として処理した金

額）の合計であり、上記〔納付状況〕の「納付金額」を合計したものと同じです（黄枠で表示）。 

 

③「未処理残高」とは、予納済累計金額のうち、税務署で処理した金額（予納の申出の国税として処理した金額）を差し

引いた金額です。 

※「③未処理残高」＝「①予納済累計金額」－「②納付済（処理済）金額」 

① 

② 

③ 



１２ 

 

 

以下の手順で、受信通知を確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順５ 受信通知を確認する 

 

「メインメニュー」画面の 

「送信結果・お知らせ」ボタン

をクリックしてください。 

 

「送信結果・お知らせ」画面で

「メッセージボックス一覧」の

「操作に進む」ボタンをクリッ

クしてください。 



１３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「メッセージボックス一覧」画

面が表示されます。 

 

なお、メッセージの詳細を確認

する場合は、確認したいメッセ

ージをクリックしてください。 



１４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 予納完了通知 ○ 予納エラー通知 

○ 予納取消通知 ○ 予納日到来のお知らせ 
 

メッセージの内容は、次のとお

りです。 

 

なお、予納情報の変更（照会）

を行う場合は、「予納情報の変

更・照会」ボタンをクリックし

てください（Ｐ７へ）。 


